
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

宮崎県立日向ひまわり支援学校 

 〒８８３-００３３ 日向市塩見１２１６１番地 

       TEL： ０９８２－５４－９６１０  

    FAX： ０９８２－５４－９６１２ 

       



はじめに 

 県内の特別支援学校は、地域における特別支援教育のセンター的機能を担うため、各学校に教

育相談の窓口を設けています。日向ひまわり支援学校は、主に日向市、東臼杵郡（門川町、美郷

町、諸塚村、椎葉村）に在住する子供の教育相談を行っています。教育相談では、それぞれの教

育的ニーズに応じて、電話相談、来訪相談、要請相談等を行っています。 

 この教育相談の手引きは、地域の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校への支援活動を

より円滑にするとともに、地域全体の特別支援教育がより一層充実していくことを目的として作

成しました。各学校の特別支援教育コーディネーターの先生方をはじめ、関係者の皆様にも本校

の教育相談活動への御理解を頂きながら、共に特別支援教育の充実に努めていきたいと思います

ので、内容を御確認の上、活用の程よろしくお願いいたします。 

 

≪日向ひまわり支援学校では次のような地域支援活動を行います≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 (１) 学校見学 

 日向ひまわり支援学校では学校の特色や教育活動を理解していただくために、学校見学会を実施

しています。本年度は、全学部（小・中・高）6 月２７日（金）に予定しています。学校見学会は、

各学校等及び行政窓口に別途案内いたします。（※日程は変更になることがあります） 

また、「特別支援学校への就学や入学のために参考にしたい」、「教材・教具や学習環境を参考

にしたい」等の個別のニーズにも随時対応して個別の学校見学を受付けております。学校見学につ

きましては 教務主任が窓口 となりますので下記の連絡先まで連絡ください。予約制となります

ので、学校行事等と調整の上、来校していただくことになります。 

 

 

 

（１）学校見学 （２）電話相談 （３）来訪相談 

（４）要請相談 （５）研修支援 （６）教材・教具等の貸し出し 

◇日向ひまわり支援学校・・・・・・・・・・・TEL0982-54-9610 (担当：南薗) 

◇受付：月～金 ９：００～１６：３０ 



(２) 電話相談 

 特別支援教育に関する情報提供（関係機関との連携の在り方など）や、幼児・児童・生徒の支援

の在り方について電話で相談することができます。担当者が不在の場合、折り返し連絡しますので、

連絡先をお伝えください。 

 ※電話相談では、必要に応じて相談者の所属等を確認しております。匿名での御相談はお受けし 

ておりませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

（３） 来訪相談 

 日向ひまわり支援学校に来ていただいて相談することもできます。事前に相談の日程、来校者の

確認など、電話等で調整を行います。なお、学校見学と併せて実施することも可能です。 

 

 (４) 要請相談  ※詳細は後述の要請相談の流れを御参照ください 

 日向ひまわり支援学校の担当職員が、必要に応じて保育園・幼稚園および小・中・高等学校校を

訪問し、子供の支援の在り方について相談に応じます。行動観察や諸検査による特性の把握、担当

者からの聞き取り、支援会議への参加、保護者との面談等を行います。要請相談の必要性を確認し

た後、日向ひまわり支援学校の担当者と日程調整を行い、要請相談を実施します。 

 

 (５) 研修支援 

 特別支援教育に関する研修（障がい特性の理解や支援方法等）の協力を行います。直接の研修支

援の他に、研修資料等の提供も行っています。まずは、お電話をください。 

 

 (６) 教材・教具等の貸し出し 

 日向ひまわり支援学校内での利用状況を考慮した上で、一定期間、教材・教具を貸し出します。 

物品借用申請書〈様式３〉、物品借用書＜様式４＞に必要事項を記入していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《教育相談における確認事項》 

◇ 個人情報の取り扱いについては守秘義務を厳守いたします。 

◇ 子供自身や家族、学校が抱える課題が深刻化しないよう、早期に対応していくことが必要です。 

◇ 特別支援教育の充実のためには職員一人一人の意識向上と学校全体の共通理解が必要です。 

◇日向ひまわり支援学校・・・・・・・・・・・TEL0982-54-9610 (学校代表) 

◇教育相談担当：安井安希子（チーフコーディネーター） 



《要請相談の流れについて》 

① 電話受付にて相談内容の概要について聴き取りを行います。 

② 子供の状態像や生活・学習環境について行動観察やアセスメント（実態把握）が必要であると判

断した場合、要請相談の調整（日時や時間の設定、派遣職員の調整等）を行います。 

③ 要請相談申込書〈様式１〉（HP に掲載）に必要事項を記入の上、発送してください。 

※旅行命令の手続き上必要な書類ですので、必ず送付をお願いします。 

 

《要請相談当日について》 

＊ 相談の主訴や、相談対象の子供さんの実態がわかる資料を御用意ください。 

① 個別の教育支援計画 及び個別の指導計画（作成済みの場合） 

② 行動観察を実施する場合は 行動観察シート〈様式２〉  

③ その他、校内委員会の資料、過去に受けた検査結果（WISC-Ⅳ、KABC-Ⅱ、田中ビネーなど） 

 

《諸検査の活用について》 

＊ 特別支援学校が実施する諸検査は、本人の発達特性を理解し支援の手がかりを得ることを目的

とし、能力判定や診断を目的としません。諸検査の実施については、行動観察を実施した後、ケ

ース検討にて検査の必要性があると判断された場合のみ実施します。学校側から先に「検査が受

けられますよ」と保護者に投げかけることは控えてください。 

  ＊ 検査実施後は、結果内容を学校と保護者、に報告します。結果内容を踏まえて、指導目標や指

導の手立て、配慮事項等を検討し、個別の教育支援計画、個別の指導計画に加筆修正をしてくだ

い。その後は個別の教育支援計画、個別の指導計画を活用しながら定期的に指導の評価を行って

いきます。また、必要に応じて本人に対して検査結果のフィードバックを行います。 

＊ 就学検討（特別支援学級の利用や在籍変更）を目的とする場合は、各市町村教育委員会に御相

談ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校 HP より各様式の書式がダウンロードできます→ 

《参考になる刊行物》※各ホームページからダウンロードできます 

『特別支援教育コーディネーターハンドブック』（宮崎県教育研修センター） 

『特別支援教育コーディネーターの仕事ごよみ』（宮崎県教育委員会） 

『ユニバーサルデザインの視点を取り入れた「分かる！」「できる！」学校全体で取り組む

授業の土台づくりハンドブック』（宮崎県教育委員会） 

『高等学校における授業のアクセシブル・デザイン』（宮崎県教育研修センター） 

 

 

http://tokushi.miyazaki-c.ed.jp/wp-content/uploads/2022/03/accessible_design.pdf


＜様式１＞                   ＜様式２＞ 

  

＜様式３＞                   ＜様式４＞ 

  


